
「公立大学法人」制度の概要 

 

○ 地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）により、公立大学法人制度が創設 

（平成 16年 4月 1日施行） 

 

【設立手続等】 

○ 市町村が公立大学法人を設立しようとする場合は、議会の議決を経て定款を定め、

都道府県知事の認可を受けなければならない。 

○ 出資者は、地方公共団体に限る。 

○ 大学の設置者を学校法人から公立大学法人に変更しようとする場合は、文部科学大臣

の認可を受けなければならない。 

 

【役職員の身分等】 

○ 役職員の身分は、非公務員とする。 

○ 理事長は、原則学長を兼ねる（定款で定めるところにより、学長を理事長と別に任命

することも可能）。 

○ 理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。 

○ その他の役員及び職員は、理事長が任命する。 

 

【財務及び会計】 

○ 原則として、企業会計原則による。 

○ 法人は、毎事業年度、財務諸表等を作成し、設立団体の長が承認する。 

 

【財源措置等】 

○ 法人の業務運営に必要な金額を設立団体から交付できる。 

○ 法人が料金を徴収する場合、その上限について設立団体の長が議会の議決を経て行う

認可が必要となる。 

○ 重要な財産の処分等には、設立団体の長が議会の議決を経て行う認可が必要となる。 

 

※文部科学省ホームページ「公立大学について」を参照 

 

 

 

 

 

資料 4 

 



私立大学から公立大学法人へ移行した大学 

 

№ 
大学名 

（所在地） 
設立団体 

公立大学法人 

移行年度 
公立化前の大学名 開学年度 

１ 
高知工科大学 

（高知県高知市） 
高知県 平成21年度 高知工科大学 平成９年度 

２ 
静岡文化芸術大学 

（静岡県浜松市） 
静岡県 平成22年度 静岡文化芸術大学 平成12年度 

３ 
名桜大学 

（沖縄県名護市） 

北部広域市町

村圏事務組合 
平成22年度 名桜大学 平成６年度 

４ 
公立鳥取環境大学 

（鳥取県鳥取市） 
鳥取県、鳥取市 平成24年度 鳥取環境大学 平成13年度 

５ 
長岡造形大学 

（新潟県長岡市） 
長岡市 平成26年度 長岡造形大学 平成６年度 

６ 
福知山公立大学 

（京都府福知山市） 
福知山市 平成28年度 成美大学 平成12年度 

７ 

山陽小野田市立 

山口東京理科大学 

（山口県山陽小野田市） 

山陽小野田市 平成28年度 山口東京理科大学 平成７年度 

８ 
長野大学 

（長野県上田市） 
上田市 平成29年度 長野大学 昭和41年度 

９ 
公立諏訪東京理科大学 

（長野県茅野市） 

諏訪広域公立

大学事務組合 
平成30年度 諏訪東京理科大学 平成14年度 

10 
公立千歳科学技術大学 

（北海道千歳市） 
千歳市 平成31年度 千歳科学技術大学 平成10年度 

11 
周南公立大学 

（山口県周南市） 
周南市 令和４年度 徳山大学 昭和46年度 

12 
旭川市立大学 

（北海道旭川市） 
旭川市 令和５年度 旭川大学 昭和43年度 

 

※文部科学省ホームページ「公立大学について」を参照 


